
空き家活用による地域の居場所づくりのプロセスに関する研究

ー世田谷区空き家等地域貢献活用事業を対象にー

A Study on Process of Making Local Community Place by Utilizing Vacant Houses
-Case Study of Setagaya Ward Vacant Houses and Other Community Contribution Utilization Projects-

１．研究の概要

（１）背景と目的

　人口減少が進み、空き家が増加し続けている。空き家

は防災上、衛生上、景観上の問題により社会的問題となっ

ている。2014 年には「空家等対策の推進に関する特別

措置法」が施行され、空き家に関する計画策定や調査、

活用などの対応が図れつつある。一方、社会情勢の変化

から地縁の希薄化が進行している。こうした中で空き家

を活用して地域住民が気楽に集まれる居場所づくりの取

組みも少しずつ見られつつある。

　本研究では空き家活用と地域の居場所（１）（以下、居

場所）づくりを同時並行させ、総合的な支援を行ってい

る「世田谷区空き家等地域貢献活用事業」（２）（以下、活

用事業）を取り上げ、空き家活用による居場所づくりの

プロセスを明らかにすることを目的とする。居場所づく

りのプロセスを、１）空き家の登録段階、２）居場所の

開設段階、３）居場所の運営段階の３つに分け、各プロ

セスを整理した上で、１）では①空き家所有者の特徴、

②登録の阻害要因を、２）では①空き家活用の動機、②

改修費用、③改修内容を、３）では①運営団体の種類別

の運営人数と活動頻度、②資金面を明らかにする。

（２）既往研究との関係

　全国的な空き家対策支援制度に関する研究について、

立神１）らは全国自治体の空き家対策は支援制度の画一

化の傾向が顕著で、空き家対策と地域づくりを同時並行

させることが必要であると述べている。東京都区部の空

き家利活用に関する研究について、三科２）らは空き家

活用支援事業を定める先行５区の事業特徴を明らかにし

ている。笈田３）らは同活用事業を行政が空き家活用の

ためのモデル事業を主導する先進事例と位置付け、事業

設計や運用面から考察している。活動を支援する財団の

存続の重要性と、所有者と事業者の中立的立場の存在が

空き家利活用において必要であることを述べていた。居

場所づくりに関する研究について、後藤４）らは住宅を

開放し、コミュニティスペースとして利用している拠点

を対象に改修について改修工事、資金調達を明らかにし
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⾲㸱㸸活用ᅋయࡽ࠿の┦ㄯ௳ᩘ（㔜」࠶りࠊ௧࿴２ᖺᗘ）

（２）空き家所᭷⪅の≉ᚩ

　世田谷区内の౯್のある空き家を኎༷等ではなく、居

場所づくりのために空き家を登録する理⏤を明らかにす

るため空き家所有者の特徴を調査した。財団࡬のࣜ࢔ࣄ

調査⤖ᯝより、❆口に┦ㄯに᮶る空き家所有者の特ࢢࣥ

徴として、以下の４点が明らかになった。

　➨１に、地域貢献のために自分の空き家を活用したい

がᕷ場にはฟせないᘓ≀を区のຊでなࢇとかして࡯しい

と考࠼て┦ㄯに᮶る方がከい。

　➨２に、財団で≀௳を登録しても民㛫の୙動⏘会社に

も≀௳を登録できるため、空き家所有者にとっては空き

家活用の一つの㑅ᢥ⫥となるが、࣐ࢢࣥࢳࢵした事例で

はᘓ≀や地域にឡ╔がある空き家所有者がከい。

　➨３に、自分のពᛮで୙動⏘を活用するຊのある空き

家所有者は自ᕫ所有≀௳で居場所づくりを進めている。

　➨４に、空き部ᒇの活用は୙動⏘ではὶ㏻しにくいた

め┦ㄯに᮶る方もいる。以上の⤖ᯝより、୙㐺合な空き

家所有者がከい一方で、≀௳登録まで⮳る所有者はᘓ≀

や地域࡬のឡ╔、地域貢献のពᛮがᙉいことがࢃかった。�

（㸱）Ⓩ㘓の㜼ᐖ要ᅉ

　≀௳登録の⏦ㄳのあった㸷３௳（５）の空き家のうࡕ、

３２௳（⣙３４㸣）については対応୙ྍとなっており、

の理⏤を明らかにするため登録の阻害要因について調ࡑ

査した。ࢣࣥ࢔ーࢺ調査より空き家所有者を対象に空き

家等を活動拠点にする上で㞀害になったことや空き家等を

ᕷ場にฟさない理⏤をまとめると、所有者の事情、金㖹的

な理⏤、法的問題に大きく分けられ、これらの問題をすべ

てゎỴし、空き家を活用した居場所づくりを行うことは⛥

有な事例とゝ࠼る（⾲４）。

　財団࡬のࢢࣥࣜ࢔ࣄ調査でも登録の阻害要因として⪏

㟈性やᩜ地᮲௳などの法的㐺合性がᣲげられた。ᪧ⪏

㟈のᘓ≀など୙㐺合な空き家についても登録ྍ⬟ࡔが、

後活動開ጞまでに᪂⪏㟈ᇶ‽の㐺合が必要とࢢࣥࢳࢵ࣐

なる。↓᥋㐨ᩜ地など᫝ṇできない≀௳、᫝ṇするពᛮ

のない≀௳は対象とならない。≀௳登録までに空き家の

ᘓ⠏☜ㄆ、୙㐺合な空き家の場合ࡑの᫝ṇが必要となり、

空き家所有者にとっての㈇ᢸは大きいと考࠼られる。空

き家にはᪧ⪏㟈の≀௳がከいこと５）から≀௳登録まで

に⪏㟈補ᙉの対応が課題となる。

㸱．居場所の㛤タẁ㝵

（１）居場所の㛤タ㐣⛬

　居場所の開設㐣程では活用団体が≀௳を☜ಖし、必要

に応ࡌて改修を行い、居場所が開設される。⾲３は❆口

での活用団体からの┦ㄯ௳数である。2021年までの࣐ࢵ

⣼計௳数は１㸶௳であり、登録≀௳の⣼計௳数のࢢࣥࢳ

㸵３௳のうࡕ⣙２５㸣が࣐ࢢࣥࢳࢵしていた。活用団体

の特性を明らかにするため、ࢣࣥ࢔ーࢺより空き家活用

の動機、財団に┦ㄯした理⏤、活用団体の≀௳☜ಖの方

法を調査した。空き家活用の動機では≀௳が活動に㐺し

ていた、自ᕫ所有で所有者Ⓨពの௚、活動内容に空き家

所有者、୙動⏘会社の理ゎがあったためという理⏤もみ

られた（図２）。財団に┦ㄯした理⏤としては、助ᡂ金

を⏦ㄳするためというᅇ⟅が᭱もከく、ḟいで཭人࣭▱

人࣭࢜ーࢼーの⤂௓のためという理⏤がከい（図３）。

≀௳の☜ಖ方法では自ᕫ所有以እすべて所有者と㈤㈚೉

ዎ⣙を⤖ࢇでいた（図４）。財団からの支援として全᪥

本୙動⏘団体世田谷支部、東京都宅ᘓ༠会世田谷区支部

より㈤㈚೉ዎ⣙の᭩面సᡂなどで宅ᘓ士がὴ㐵される。

㈤㈚೉ዎ⣙を⤖ࡪ㝿に家㈤஺΅を行うが、ᕷ場より家㈤

がᏳくなっている場合もある。改修を行う場合には改修

⟠所、改修費用についてヰし合い、改修費用を家㈤に上

஌せするなどの対応を取っている。

制度᱌内 活用┦ㄯ ≀௳情ሗ 合計

活用団体 �1 1� 44 144

ᅗ２㸸空き家活用のືᶵ
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物件の広さ等が
活動に適していたため

活動内容に空き家所有者、
不動産会社の理解があったため

自己所有していたため

建物の状態が良かったため

費用が安く済むため
n=10
複数回答

空き家を活動

拠点にする上

で㞀害になっ

たもの

࣭≀の∦付け①

࣭⪏㟈性に問題がある③

࣭改修費用②

࣭㏆㞄住民࡬の㓄៖①

空き家等をᕷ

場にฟさない

理⏤

࣭⌧在、居住しているため①

࣭ᑗ᮶的に活用するྍ⬟性があるため①

࣭地域貢献のព向があるため①

①所有者の事情　②金㖹的な理⏤　③法的問題

⾲㸲㸸空き家を活ືᣐⅬにするୖ࡛㞀ᐖにࡶࡓࡗ࡞の

空き家等をᕷ場にฟ࠸࡞ࡉ⌮⏤ �Q ��

ている。これらの研究では居場所開設前後の運営につい

て一㈏した考察はᚓられていない。本研究では空き家活

用による居場所づくりについて、行政、空き家所有者、

活用団体の立場から一㈏してプロセスを㎺ることに᪂つ

性があり、各主体、段階における課題やຠᯝを考察する

点にព⩏がある。

（㸱）対象地と事業概要

　東京都世田谷区内の空き家について、空き家⋡は

10�4㸣と、東京都 2� 区内の空き家⋡とあまり変ࢃらな

いが、空き家数に╔目すると大田区にḟいで஧␒目にከ

く、⣙５୓௳の空き家が存在する�５）。世田谷区では住宅

⣔の用㏵地域が㸷๭を㉸࠼ていて、高㱋化にకい、空き

家が増加している。また社会⚟♴༠㆟会の活動やᕷ民活

動が活Ⓨであり、ࡑの活動場所の必要性が高まっており、

空き家はࡑのཷけ─になりᚓる。

　空き家の活用事業は世田谷区居住支援課から業ົጤク

をཷけた一⯡財団法人世田谷ࣛࢺスࢺまࡕづくり（以下、

財団）がᐇ施主体となっている。支援内容は主に┦ㄯ❆

口の設置、空き家活用のㅮ⩏のᐇ施、空き家所有者と活

用希ᮃ団体の࣐ࢢࣥࢳࢵ、ᑓ㛛家ὴ㐵、ึ期整ഛ費用の

助ᡂである。

（㸲）研究の᪉ἲ

　活用事業を行っている世田谷区居住支援課࣭財団、活

用団体࡬のࢢࣥࣜ࢔ࣄ調査（３）、活用事業がጞまった

201� 年から 2021 年までに空き家等地域貢献活用≀௳

制度᱌内 活用┦ㄯ 合計

空き家所有者 �� 97 1�0

⾲２㸸空き家所᭷⪅ࡽ࠿の┦ㄯ௳ᩘ（㔜」࠶りࠊ௧࿴２ᖺᗘ）

（以下、活用≀௳）に㑅定され、⌧在も運営されている

１㸵௳のうࡕ༠ຊのᚓられた１㸮௳についてࢣࣥ࢔ーࢺ

調査（４）を行った。⾲１に活動≀௳とࢣࣥ࢔ーࢺᅇ⟅者

のᒓ性を♧した。

空き家のⓏ㘓ẁ㝵ࠉ�２

（１）空き家のⓏ㘓㐣⛬

　財団࡬のࢢࣥࣜ࢔ࣄ調査⤖ᯝとබ開されている情ሗ㸴）

をඖに地域の居場所づくりのプロセス（図１）を♧す。

空き家の登録㐣程では財団の❆口にて空き家所有者から

制度᱌内や活用に関する┦ㄯについての問い合ࢃせをཷ

け、空き家が法的に㐺合していれࡤ≀௳登録がྍ⬟とな

る。❆口での空き家所有者からの┦ㄯ௳数を⾲２に♧す。

では民㛫ᕷ場では対応しにくい地域஺ὶや地ࢢࣥࢳࢵ࣐

域コミュニティ෌生のための活用、⚟♴的な活用など地

域貢献を目的としたබ┈的な活用を対象としている。空

き家登録のための᮲௳として以下の５点がᣲげられる。

࣭活用にはᘓ≀所有者全ဨの同ពがᚓられていること

࣭ᘓ⠏関ಀ法௧に㐺合するᘓ≀であること

࣭᪂⪏㟈ᇶ‽を‶たしていること

࣭活用方法が用㏵地域による用㏵制㝈の⠊ᅖ内であるこ

と

࣭ᘓ⠏☜ㄆ῭ド（ᘓ⠏☜ㄆ㏻▱᭩）があること

必要に応ࡌて空き家のᘓ⠏☜ㄆをするために東京都ᘓ⠏

士事ົ所༠会世田谷支部よりᘓ⠏士がὴ㐵される。௧࿴

２年度までの登録≀௳の⣼計௳数は㸵３௳であった。

活動内容 コミュニティ
スペース

Ꮚ⫱て
支援

௓ㆤ の௚ࡑ 合計

活用≀௳ 㸶 㸴 ２ １ １㸵

ᅇ⟅者ࢺーࢣࣥ࢔ ４ ４ １ １ １㸮

⾲１㸸活用≀௳とࢣࣥ࢔ーࢺᅇ⟅⪅のᒓᛶ

ᅗ１㸸地域の居場所づくりのプロセス
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⾲㸱㸸活用ᅋయࡽ࠿の┦ㄯ௳ᩘ（㔜」࠶りࠊ௧࿴２ᖺᗘ）

（２）空き家所᭷⪅の≉ᚩ

　世田谷区内の౯್のある空き家を኎༷等ではなく、居

場所づくりのために空き家を登録する理⏤を明らかにす

るため空き家所有者の特徴を調査した。財団࡬のࣜ࢔ࣄ

調査⤖ᯝより、❆口に┦ㄯに᮶る空き家所有者の特ࢢࣥ

徴として、以下の４点が明らかになった。

　➨１に、地域貢献のために自分の空き家を活用したい

がᕷ場にはฟせないᘓ≀を区のຊでなࢇとかして࡯しい

と考࠼て┦ㄯに᮶る方がከい。

　➨２に、財団で≀௳を登録しても民㛫の୙動⏘会社に

も≀௳を登録できるため、空き家所有者にとっては空き

家活用の一つの㑅ᢥ⫥となるが、࣐ࢢࣥࢳࢵした事例で

はᘓ≀や地域にឡ╔がある空き家所有者がከい。

　➨３に、自分のពᛮで୙動⏘を活用するຊのある空き

家所有者は自ᕫ所有≀௳で居場所づくりを進めている。

　➨４に、空き部ᒇの活用は୙動⏘ではὶ㏻しにくいた

め┦ㄯに᮶る方もいる。以上の⤖ᯝより、୙㐺合な空き

家所有者がከい一方で、≀௳登録まで⮳る所有者はᘓ≀

や地域࡬のឡ╔、地域貢献のពᛮがᙉいことがࢃかった。�

（㸱）Ⓩ㘓の㜼ᐖ要ᅉ

　≀௳登録の⏦ㄳのあった㸷３௳（５）の空き家のうࡕ、

３２௳（⣙３４㸣）については対応୙ྍとなっており、

の理⏤を明らかにするため登録の阻害要因について調ࡑ

査した。ࢣࣥ࢔ーࢺ調査より空き家所有者を対象に空き

家等を活動拠点にする上で㞀害になったことや空き家等を

ᕷ場にฟさない理⏤をまとめると、所有者の事情、金㖹的

な理⏤、法的問題に大きく分けられ、これらの問題をすべ

てゎỴし、空き家を活用した居場所づくりを行うことは⛥

有な事例とゝ࠼る（⾲４）。

　財団࡬のࢢࣥࣜ࢔ࣄ調査でも登録の阻害要因として⪏

㟈性やᩜ地᮲௳などの法的㐺合性がᣲげられた。ᪧ⪏

㟈のᘓ≀など୙㐺合な空き家についても登録ྍ⬟ࡔが、

後活動開ጞまでに᪂⪏㟈ᇶ‽の㐺合が必要とࢢࣥࢳࢵ࣐

なる。↓᥋㐨ᩜ地など᫝ṇできない≀௳、᫝ṇするពᛮ

のない≀௳は対象とならない。≀௳登録までに空き家の

ᘓ⠏☜ㄆ、୙㐺合な空き家の場合ࡑの᫝ṇが必要となり、

空き家所有者にとっての㈇ᢸは大きいと考࠼られる。空

き家にはᪧ⪏㟈の≀௳がከいこと５）から≀௳登録まで

に⪏㟈補ᙉの対応が課題となる。

㸱．居場所の㛤タẁ㝵

（１）居場所の㛤タ㐣⛬

　居場所の開設㐣程では活用団体が≀௳を☜ಖし、必要

に応ࡌて改修を行い、居場所が開設される。⾲３は❆口

での活用団体からの┦ㄯ௳数である。2021年までの࣐ࢵ

⣼計௳数は１㸶௳であり、登録≀௳の⣼計௳数のࢢࣥࢳ

㸵３௳のうࡕ⣙２５㸣が࣐ࢢࣥࢳࢵしていた。活用団体

の特性を明らかにするため、ࢣࣥ࢔ーࢺより空き家活用

の動機、財団に┦ㄯした理⏤、活用団体の≀௳☜ಖの方

法を調査した。空き家活用の動機では≀௳が活動に㐺し

ていた、自ᕫ所有で所有者Ⓨពの௚、活動内容に空き家

所有者、୙動⏘会社の理ゎがあったためという理⏤もみ

られた（図２）。財団に┦ㄯした理⏤としては、助ᡂ金

を⏦ㄳするためというᅇ⟅が᭱もከく、ḟいで཭人࣭▱

人࣭࢜ーࢼーの⤂௓のためという理⏤がከい（図３）。

≀௳の☜ಖ方法では自ᕫ所有以እすべて所有者と㈤㈚೉

ዎ⣙を⤖ࢇでいた（図４）。財団からの支援として全᪥

本୙動⏘団体世田谷支部、東京都宅ᘓ༠会世田谷区支部

より㈤㈚೉ዎ⣙の᭩面సᡂなどで宅ᘓ士がὴ㐵される。

㈤㈚೉ዎ⣙を⤖ࡪ㝿に家㈤஺΅を行うが、ᕷ場より家㈤

がᏳくなっている場合もある。改修を行う場合には改修

⟠所、改修費用についてヰし合い、改修費用を家㈤に上

஌せするなどの対応を取っている。

制度᱌内 活用┦ㄯ ≀௳情ሗ 合計

活用団体 �1 1� 44 144

ᅗ２㸸空き家活用のືᶵ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

物件の広さ等が
活動に適していたため

活動内容に空き家所有者、
不動産会社の理解があったため

自己所有していたため

建物の状態が良かったため

費用が安く済むため
n=10
複数回答

空き家を活動

拠点にする上

で㞀害になっ

たもの

࣭≀の∦付け①

࣭⪏㟈性に問題がある③

࣭改修費用②

࣭㏆㞄住民࡬の㓄៖①

空き家等をᕷ

場にฟさない

理⏤

࣭⌧在、居住しているため①

࣭ᑗ᮶的に活用するྍ⬟性があるため①

࣭地域貢献のព向があるため①

①所有者の事情　②金㖹的な理⏤　③法的問題

⾲㸲㸸空き家を活ືᣐⅬにするୖ࡛㞀ᐖにࡶࡓࡗ࡞の

空き家等をᕷ場にฟ࠸࡞ࡉ⌮⏤ �Q ��
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活用஄ର 所有者 活用஄ରͳ
所有者Ͳ઄ൔ

ޮ費

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=7

ᅗ㸴㸸ᨵಟ㈝用の㈇ᢸ⪅

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ޮ費

自कݱࡔ

ঁ੔ۜ

n=7
複数回答

ᅗ㸵㸸ᨵಟ㈝用の㈈※

　助ᡂ制度では、地域貢献活動を行う空き家所有者また

は活動団体をເ集し、බ開ᑂ査を㏻して世田谷区におけ

る空き家の地域貢献活用のᬑཬ࣭ಁ進のモデルとしてㄆ

定された場合にึ期整ഛ費用が助ᡂされる。助ᡂ金㢠は

᭱大 �00 ୓෇（ึ期整ഛの改修工事費 200 ୓෇、⪏㟈

改修費 100 ୓෇）で５年以上活動を⥅続することを᮲௳

にしている。ᑂ査ᇶ‽は①ᐇ⌧性࣭⥅続性、②地域貢献

度が高いこと、③空き家活用の先導性があること、մ費

用対ຠᯝの４点である。モデル事業が༢年度で 4 㹼 � ᭶

に┦ㄯ、㸶᭶までに応ເ、㸷᭶にᑂ査会となっている。

୙動⏘会社で≀௳を᥈した場合、活用団体は助ᡂされる

かがࢃからない≧ែでᑂ査会まで≀௳を☜ಖしなけれࡤ

ならず、ࡑの㛫の家㈤がⓎ生するという問題点もある。

　活用団体のど点から財団による各支援のうࡕ、どの施

策が有ຠであったかを調査するため、各支援に対する活

用団体の‶㊊度をࢣࣥ࢔ーࢺでᑜࡡた。ࡑの⤖ᯝ、全体

では「୙‶㊊」のᅇ⟅は少なく、┦ㄯ❆口、助ᡂ金、≀

௳⤂௓の支援をཷけた団体については「‶㊊」と㑅ᢥ

したᅇ⟅が༙数以上であったが、ᑓ㛛家ὴ㐵、ࢮミࢼー

ルについては支援をཷけている団体が４๭であった（図

㸶）。この⤖ᯝから世田谷区において、空き家活用によ

る居場所づくりに対する行政の支援策としては┦ㄯ❆口

の設置、助ᡂ金、≀௳⤂௓が有ຠなᡭ段ࡔと考࠼られる。

（２）ᨵಟ

　空き家の活用にあたっては、活動内容やつᶍについて、

ᘓ⠏ᇶ‽法、ᾘ防法、東京都ᘓ⠏Ᏻ全᮲例、世田谷区ࣘ

ニࣂーࢧルデࣥ࢖ࢨ推進᮲例、ࣜࣇ࢔ࣜࣂーᘓ⠏᮲例等

に㐺合させる必要がある。㐺合にはಶ別の᳨ウが必要で

あり、ᡭ続き等は活用主体が行う。改修はࢣࣥ࢔ーࢺ調

査を行った１㸮௳のうࡕ、㸵௳の空き家で行ࢃれていた。

１）ᨵಟ㈝用

　改修費用での活用団体と所有者の関ಀ性を明らかにす

るためにࢣࣥ࢔ーࢺより改修費用の㈇ᢸ者と財※につい

て調査した。改修費用の㈇ᢸ者では、活用団体が主な㈇

ᢸ者で、所有者による㈇ᢸは自ᕫ所有であった（図㸴）。

改修費用の財※では、࡯とࢇどの活用団体で助ᡂ金が財

※に඘てられていることから、助ᡂ金の重要性がࢃかる

（図㸵）。助ᡂ金のみで行う改修がከく見られたが、改修

のつᶍが大きくなると自主財※も費やされている。

２）ᨵಟෆᐜ

　どの⟠所に改修を必要としているかを明らかにするた

めࢣࣥ࢔ーࢺより改修内容を調査した⤖ᯝ、ቨ⣬やᗋᮦ

のᙇり᭰࠼等の内⿦改修、キࣥࢳࢵや࢔࢚、ࣞ࢖ࢺコࣥ

等の設ഛ機ჾの᭦᪂がከくの活動場所でみられた（図

㸶）。自ᕫ所有≀௳の場合、改修内容に制㝈がないので

ቨの᧔ཤなど㛫取りの変᭦をకう改修やᗋᮦ、ቨᮦの変

0% 20% 40% 60% 80% 100%

κϝψʖϩ

઒໵家ഁݥ

物件়ղ

ঁ੔ۜ

૮஌૯޳

ຮଏ ΏΏຮଏ
ʹͬΔͳ΍い͓͵い ΏΏ不ຮଏ
不ຮଏ ԋΝण͜てい͵いࢩ n=10

ᅗ㸳㸸㈈ᅋによるྛᨭ᥼に対する活用ᅋయの‶㊊ᗘ

ᅗ㸲㸸活用ᅋయの≀௳☜ಖの᪉ἲ

஄にΓΖ়ղࡔ
5件

自己所有
3件

不動産会社にΓΖ়ղ

̐件

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=10

ᅗ㸱㸸㈈ᅋに┦ㄯࡓࡋ⌮⏤

0 1 2 3 4

ͨのଠ

੊ీ୫ۢのޮูのため

༓ਕʀஎਕʀΨʖψʖの়ղのため

ঁ੔ۜにਅ੧ͤΖため

n=10
複数回答
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᭦などつᶍの大きい改修がྍ⬟となる（図㸷）。㈤㈚≀

௳の場合、⌧≧᚟ᖐ⩏ົに対応する工ኵが見られた。例

௳≀㈤㈚、ࡤ࠼ $ ではቨ面にࣥࣙࢩࢵࢡを取り付ける㝿、

᪤存のቨ面に┤᥋取り付けるのではなく、ᮌᮦをᣳࢇで

取り付けている（図１㸮）。㈤㈚≀௳ $ では住居から⚟

♴施設の変᭦にకい、ᾘ防法のつ定から㑊㞴ㄏ導ⅉの設

置（図１１ᕥ）、また助ᡂ金で行࠼る⠊ᅖの設ഛ機ჾの

᭦᪂（図１１ྑ）が行ࢃれていた。

㸲ࠉ�居場所の㐠Ⴀẁ㝵

（１）✀㢮ูの㐠Ⴀᅋయのேᩘࠊ活ື㢖ᗘ

　運営団体の特性を明らかにするために運営団体の人数

と活動頻度から居場所のつᶍを調査した（図１２）。ಶ

人による居場所の運営では、ಶ人の㈇ᢸが大きくなるこ

とから活動頻度が少ない。活動内容はコミュニティ࢝

など地域஺ὶを目的としたものであり、ᖖに開く必࢙ࣇ

要がないため、ಶ人の都合に対応でき、ᰂ㌾な運営がྍ

⬟となる。ࡑの௚の団体では活動頻度が高く、居場所と

して大いに機⬟している。活動内容はᏊ⫱て支援や生活

支援が主で、地域住民からの必要性が高いと考࠼られる。

（２）㈨㔠㠃

　⥅続的な運営のための཰支について▱見をᚓるために

より運営費の཰ධ※、年㛫の運営費の཰ධにࢺーࢣࣥ࢔

༨める補助金の๭合、年㛫の運営費の支ฟに༨める家㈤

の๭合を調査した。運営費の཰ධ※では、༙数以上の

団体が活動に対する補助金をᚓているが、ಶ人が運営す

る居場所では運営に対する補助金をᚓていなかった（図

１３）。年㛫の運営費の཰ධに༨める補助金の๭合では、

20� 以下がከい一方、補助金に౫存した団体も見られる

（図１４）。年㛫の運営費の支ฟに༨める家㈤の๭合で

は、20� 以下が大༙を༨めていて、活動に資金が費やせ

ていると考࠼られる（図１５）。世田谷区では地౯が高

く、家㈤が高いと考࠼られるにも関ࢃらず、支ฟに༨め

る家㈤の๭合はపかった。この要因として、地域にឡ╔

をᣢった所有者が㏻ᖖの家㈤┦場よりもపく設定してい

ることが考࠼られる。

ᅗ㸶㸸ᨵಟෆᐜ

ᅗ㸷㸸ᨵಟᚋのෆ⿦（⮬ᕫ所᭷≀௳ $）

ᅗ１㸮㸸ᨵಟᚋのෆ⿦（㈤㈚≀௳ $）

ᅗ１２㸸㐠Ⴀᅋయの✀㢮ูの㐠Ⴀேᩘࠊ活ື㢖ᗘ

ᅗ１㸱㸸㐠Ⴀ㈝の཰ධ※ᅗ１１㸸㑊㞴ㄏᑟⅉࠊタഛᶵჾの᭦᪂（㈤㈚≀௳ $）

0% 20% 40% 60% 80%

સର(n=10)

௠ୁ(n=7)

自己所有(n=3)

内ૹրर

અඍحؽのߍ৿

ป等ʥ֐、ૹրरʤԲࠞ֐

րरߑ֐

๹ࡄઅඍのઅ஖

ଳਔրर

ؔखΕのรߍΝ൒͑րर
ʤปのభڊ、਩きൊ͜等ʥ 複数回答

ʤΫροϱ、φ΢Ϫ、ΦΠαϱ等ʥ

ʤปࢶ、জの௃Ε଺͓等ʥ

ʤඈೋ༢಍౰のઅ஖等ʥ

0
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0 20 40 60 80

活
動
ළ
ౕ
ʤ
ೖ
/݆
ʥ

ӣӨ஄ରのηνρϓ数ʤਕʥݺਕ ೜қ஄ର
Ҳൢ社஄๑ਕ NPO๑ਕ

n=8ݺਕ

ͨのଠの஄ର

ਕ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ึঁۜ

અのཤ用ྋ等ࢬ

自कݱࡔ

෉ۜر

җ୙ۜ

સର n=10

ਕݺ n=3

ͨのଠの஄ର n=7

複数回答

րरҐ઴ͺ
ԣ೘Η
ͳして࢘用

࣭ᷲのปに
րर

ৠかΔ൚௃Ε΃
௃Ε଺͓
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㸳ࠉ�⤖ㄽ

　世田谷区の活用事業について空き家活用による地域の

居場所づくりのプロセスを分ᯒした⤖ᯝ、以下の３点が

明らかとなった。

　➨１に空き家の登録段階について、❆口での┦ㄯ者の

空き家所有者の特徴として、୙㐺合な空き家所有者がከ

い一方で、≀௳登録まで⮳る所有者はᘓ≀や地域࡬のឡ

╔、地域貢献のពᛮがᙉいことがࢃかった。空き家の≀

௳登録の阻害要因は所有者の事情、金㖹的な理⏤、法的

問題に大きく分けられ、法的問題では⪏㟈性やᩜ地᮲௳

などがᣲげられた。ᪧ⪏㟈の空き家は⪏㟈改修を᮲௳に

登録することはྍ⬟ࡔが、改修費用やᡭ㛫がかかってし

まう。空き家にはᪧ⪏㟈の≀௳がከいことから≀௳登録

までに⪏㟈補ᙉの対応が課題となる。

　➨２に居場所の開設段階について、財団による各支援

に対する活用団体の‶㊊度では┦ㄯ❆口、助ᡂ金、≀௳

⤂௓の支援をཷけた団体の༙数以上が‶㊊とุ᩿してい

た。世田谷区において、空き家活用による居場所づくり

に対する行政の支援策としては┦ㄯ❆口の設置、助ᡂ金、

≀௳⤂௓が有ຠなᡭ段ࡔと考࠼られる。改修費用につい

ては、࡯とࢇどの活用団体で助ᡂ金が財※に඘てられ、

居場所の開設にあたり助ᡂ金の重要性がࢃかった。改修

内容については、内⿦改修、設ഛ機ჾの᭦᪂が主であっ

た。自ᕫ所有≀௳と㈤㈚≀௳により改修内容の程度に㐪

いが⾲れ、自ᕫ所有≀௳では㛫取りの変᭦をకうなどつ

ᶍの大きな改修がྍ⬟となる一方で、㈤㈚≀௳では⌧≧

࠙ㅰ㎡ࠚ
本研究ではⱱཎᕷからのཷク研究「ⱱཎᕷ空き家等活用による「まࡕ
の活性化」ࣥࣛࢢドデ᳨ࣥ࢖ࢨウ業ົ」のᡂᯝの一部を取りまとめた
ものである。本研究のࢢࣥࣜ࢔ࣄ調査、ࢣࣥ࢔ーࢺ調査にあたっては、
世田谷区、一⯡財団法人世田谷ࣛࢺスࢺまࡕづくり、空き家活用団体
のⓙᵝにከ大なࡈ༠ຊをᚓた。ここにグし、ᚰからឤㅰ⏦し上げる。

࠙⿵ὀࠚ
（１）ここでの地域の居場所は、一⯡財団法人世田谷ࣛࢺスࢺまࡕづく
りの活用事業の要௳から地域஺ὶの活性化、地域コミュニティの෌生
等、地域の課題ゎỴの一助となるබ┈的な活動の場とする。
（２）世田谷区では空き家等を空き家：人が住ࢇでいない一ᡞᘓての住
宅、空ᐊ：ඹ同住宅等で人が住ࢇでいない住ᡞ、空き部ᒇ：一ᡞᘓて
住宅内およࡧඹ同住宅等の住ᡞ内で౑ࢃれていない部ᒇと定⩏してい
る。
ュー調査（2021ࣅࢱࣥ࢖（３） 年 11 ᭶ � ᪥に団体 *、11 ᭶ 10 ᪥に団
体 0、11 ᭶ 2� ᪥に世田谷区、一⯡財団法人世田谷ࣛࢺスࢺまࡕづくり、
12 ᭶ 21 ᪥に一⯡財団法人世田谷ࣛࢺスࢺまࡕづくり、2022 年 1 ᭶ 1�
᪥に団体 .）をᐇ施した。
調査（㓄ᕸ時期：2021ࢺーࢣࣥ࢔（４） 年 12 ᭶ 2� ᪥、㓄ᕸᅇ཰方法：
㒑㏦、࣓ール、㓄ᕸ数 1�、ᅇ཰数 10、ᅇ཰⋡ ���）をᐇ施した。
（５）201� 年から 201� 年までの⣼計

࠙ཧ⪃ᩥ献ࠚ
１）立神㟹ஂ ,ᶓᒣಇ♸ ,ᚨᑿ㔝ᚭ：全国自治体における空き家対策
　　のホ౯と㉁的対応のྍ⬟性 ,᪥本ᘓ⠏学会計画⣔ㄽᩥ集 ,➨ �� ᕳ�
　　➨ ����ྕ ,SS����40�,2020
２）三科⿱ ,藤㈡㞞人：東京都区部における空き家活用支援事業の運

用ᐇែѸ先行導ධ５区を対象としてѸ , ᪥本ᘓ⠏学会ᢏ⾡ሗ࿌集 ,
➨ 2� ᕳ�➨ �� ྕ ,SS42��4��,2021

３）笈田ᖿᘯ ,後藤ᬛ㤶Ꮚ ,ᑠἨ⚽ᶞ ,ゅᒇࡺず ,ᒣ田⩧ኴ：まࡕづ
くり活動との࣐ࢢࣥࢳࢵによる空き家活用推進事例の研究世田谷
らしい空き家等地域貢献活用モデル事業のᐇែと課題 ,都ᕷ計画
ㄽᩥ集 ,➨ �� ᕳ�➨ � ྕ ,SS11�4�11�1,201�

４）後藤ᬛ㤶Ꮚ ,ゅᒇࡺず ,金Ꮚ有ኴ：ᒸさࢇのい�7202࠼�における
ከ主体㐃ᦠによる改修工事プロࢺࢡ࢙ࢪ �住宅を活用したコミュ
ニティスペースの改修方法に関する研究 �, ᪥本ᘓ⠏学会ᢏ⾡ሗ࿌
集 ,➨ 24 ᕳ�➨ �� ྕ ,SS124��12�0,201�

５）世田谷区 ,世田谷区空家等対策計画㹼地域住民の生活⎔ቃಖ全に
向けて㹼 ,ᖹᡂ �0 年 10 ᭶

㸴）一⯡財団法人世田谷ࣛࢺスࢺまࡕづくり　௧࿴２年事業ሗ࿌

᚟ᖐ⩏ົに対応する改修が見られた。

　➨３に居場所の運営段階について、運営団体の種類別

の運営人数、活動頻度では、ಶ人による居場所の運営は

活動頻度が少なく、法人化された団体では活動頻度がከ

い傾向が見られた。ಶ人では㈇ᢸが大きいこと、また活

動内容がコミュニティ࢙࢝ࣇなど地域஺ὶを目的とした

ものでᖖに開く必要がないためと考࠼られる。法人化さ

れた団体では活動内容がᏊ⫱て支援や生活支援で、地域

住民からの必要性が高いためと考࠼られる。運営費と補

助金の関ಀ性では、年㛫の運営費に༨める補助金の๭合

が 20� 以下の活動団体がከい一方で、補助金に大きく౫

存している活動団体も見られた。᪂つにᚓられた▱見と

して、運営費と家㈤の関ಀ性では、年㛫の運営費の支ฟ

に༨める家㈤の๭合がపく、活動に資金が費やせている

ことがࢃかる。世田谷区では地౯が高く、家㈤が高いと

考࠼られるにも関ࢃらず、支ฟに༨める家㈤の๭合はప

かった。この要因として、地域にឡ╔をᣢった所有者が

㏻ᖖの家㈤┦場よりもపく設定していることが考࠼られ

るが、推 の域をฟておらず、࢚ࣅデࣥスをඖにした調

査が௒後の課題となる。
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